
　
地
方
自
治
法
に
則
り
、
多

く
の
審
議
会
や
協
議
会
な
ど

が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
効

果
的
に
機
能
し
て
い
る
か
。

　
　
審
議
会
や
協
議
会
、
委

員
会
等
の
数
と
目
的
。

　
　

地
方
自
治
法
の
規
定
に

よ
る
審
議
会
等
は
29
あ
る
。

　

設
置
の
目
的
は
、
町
行
政

に
住
民
の
意
思
や
第
三
者
的

視
点
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
な

ど
で
あ
る
。

　
　
各
種
の
会
議
体
は
有
効

に
機
能
し
て
い
る
か
。

　
　

執
行
機
関
か
ら
の
諮
問

等
に
対
し
て
、
適
切
な
ご
意

見
ご
答
申
を
い
た
だ
い
て
お

り
、
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

　
　
会
議
の
運
営
等
に
お
い

て
改
善
す
る
点
。

　
　

事
務
局
か
ら
の
説
明
は
、

住
民
の
視
点
で
ご
理
解
い
た

だ
け
る
よ
う
丁
寧
に
行
う
と

と
も
に
、
機
能
的
な
会
議
の

運
営
を
図
っ
て
い
る
。

　
　
議
会
と
の
関
係
。

　
　

各
審
議
会
等
は
、
政
策

形
成
の
初
期
や
中
間
に
ご
意

見
を
伺
う
場
と
し
て
、
ま
た
、

議
会
は
政
策
実
現
の
最
終
過

程
で
ご
判
断
を
い
た
だ
く
場

と
し
て
、
双
方
が
機
能
し
て

町
民
の
意
向
に
沿
っ
た
行
政

運
営
が
実
現
で
き
る
。

　
平
成
26
年
に
地
方
教
育
行

政
の
組
織
お
よ
び
運
営
に
関

す
る
法
律
が
改
正
。

　
具
体
的
に
は
、
教
育
委
員

長
と
教
育
長
を
一
本
化
や
総

合
教
育
会
議
の
設
置
、
教
育

に
関
す
る
「
大
綱
」
の
策
定

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
地
方
教
育
行
政
制
度
改

革
に
お
け
る
本
町
の
メ
リ
ッ

ト
。
　
　

常
勤
の
「
新
」
教
育
長

が
教
育
委
員
会
の
代
表
者
と

な
っ
た
こ
と
で
、
責
任
の
所

在
が
明
確
に
な
り
、
様
々
な

問
題
が
起
き
た
と
き
に
迅
速

で
動
き
や
す
い
組
織
と
な
っ

た
。

　

ま
た
、
地
域
の
民
意
を
代

表
す
る
首
長
と
の
連
携
強
化

が
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

　
　
総
合
教
育
会
議
設
置
で
、

教
育
行
政
の
変
化
は
。

　
　

東
部
小
学
校
の
児
童
数

の
増
加
や
特
別
支
援
学
級
の

必
要
性
な
ど
、
阿
久
比
町
の

教
育
に
お
け
る
直
近
の
問
題

に
対
し
、
ス
ム
ー
ズ
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
総
合
教
育
会
議
議
事
録

の
公
開
と
教
育
委
員
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
を
。

　
　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
公

開
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
を
図

る
。

　
就
学
援
助
対
象
者
へ
小
学

校
入
学
前
に
ラ
ン
ド
セ
ル
代

の
支
給
を
。

　
　
援
助
制
度
の
内
容
。

　
　

就
学
援
助
制
度
は
、
経

済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が
困

難
な
児
童
又
は
生
徒
の
保
護

者
（
要
保
護
者
・
準
要
保
護

者
）
に
対
し
、
学
用
品
、
給

食
費
等
を
援
助
す
る
こ
と
に

よ
り
小
・
中
学
校
に
お
け
る

義
務
教
育
の
円
滑
な
実
施
及

び
教
育
の
機
会
均
等
の
実
施

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
対
象
者
数
と
予
算
額
。

　
　

５
月
末
現
在
で
要
保
護

対
象
者
は
０
人
、
準
要
保
護

対
象
者
は
１
４
０
人
。

　

そ
の
内
、
新
入
学
用
品
費

の
対
象
人
数
は
、
小
学
１
年

生
９
人
、
中
学
１
年
生
12
人

で
合
計
21
人
。

　

予
算
は
、
小
学
校
費
、
中

学
校
費
合
わ
せ
て
総
額
１
１

２
５
万
２
千
円
。

　
　
補
助
金
の
支
給
時
期
。

　
　

学
用
品
費
等
は
、
各
学

期
の
支
給
で
、
７
月
、
12
月
、

２
月
に
支
給
。

　

新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品

費
は
５
月
に
支
給
。

　

学
校
給
食
費
は
毎
月
学
校

へ
支
払
う
。

　

そ
の
他
活
動
費
は
、
事
業

終
了
後
速
や
か
に
支
給
。

　
　
入
学
（
４
月
）
以
降
に

支
給
し
て
い
る
理
由
。

　
　

文
部
科
学
省
の
要
保
護

児
童
生
徒
援
助
費
補
助
金
交

付
要
綱
に
お
い
て
、
補
助
の

対
象
を
「
学
齢
児
童
又
は
生

徒
」
の
保
護
者
と
し
て
い
る
。

　

小
学
校
入
学
前
の
者
は
、

補
助
の
対
象
で
は
な
か
っ
た

た
め
、
４
月
末
ま
で
の
申
請

者
に
対
し
５
月
に
支
給
。

　
文
科
省
は
、
先
般
「
要
保

護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助
交

付
金
要
領
」
を
改
正
。

　
　
本
町
で
も
入
学
前
ま
で

の
支
給
を
。

　
　

平
成
29
年
３
月
31
日
文

部
科
学
省
の
要
綱
改
正
に
よ

り
小
学
校
へ
の
入
学
前
の
支

給
も
対
象
と
な
っ
た
。

　

新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品

費
は
、
平
成
30
年
度
入
学
者

か
ら
支
給
で
き
る
よ
う
検
討

す
る
。

問答問答問答

問答

問答

問答

問答問答問答

問答

問答

問答

小学校入学前にランドセル代支給
入学前支給を検討

渡辺　功  議員
(新政会)

会
議
体
の
運
営

有
効
に
機
能

教
育
行
政

充
実
を
図
る
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